
 

 

議  案  第  ５６  号  

 

 

工事請負契約について  

 

工事請負契約を次のとおり締結する。  

 

令和３年９月１６日提出  

 

新居浜市長  石  川  勝  行  

 

 

１  契 約 の 目 的  （仮称）新居浜市西部学校給食センター整備事業に係る建設工事  

２  契 約 の 方 法  公募型プロポーザル方式による随意契約  

３  契 約 金 額  ２４億５，５２０万円  

４  契約の相手方  （１）松山市千舟町四丁目４番地３  

五洋建設・大竹組特定建設工事共同企業体  

代表者  五洋建設株式会社四国支店  

執行役員支店長  河  上  清  和  

（２）松山市竹原二丁目１３番２４号ハイシティ松山別棟２０１  

株式会社あい設計四国支社  

支社長  土  岐  裕  二  

５  工 事 期 間  契約の日から令和５年８月３１日まで  

 

提案理由  

（仮称）新居浜市西部学校給食センター整備事業に係る建設工事の請負契約を締結す

るため、新居浜市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２

条の規定により、本案を提出する。  



 

 

参照条文  

 

新居浜市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

（抜  粋）  

 

（議会の議決に付すべき契約）  

第２条  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号の規定により議

会の議決に付さなければならない契約は、予定価格１億５，０００万円以上の工事又

は製造の請負とする。  



 

 

（仮称）新居浜市西部学校給食センター整備事業に係る建設工事  

 

１  建設場所  新居浜市王子町乙１７４７番外  

２  敷地面積  約５，１００平方メートル  

３  構造及び規模  

鉄骨造２階建  

延床面積  １階  約２，５００平方メートル  

２階  約１，３５０平方メートル  

合計  約３，８５０平方メートル  

４  主な室構成概要  

１ 階  
荷受室（４）、検収室、下処理室（３）、調理室（３）、炊飯室、コン

テナプール、洗浄室（４）、事務室  

２ 階  研修室、会議室、見学ホール、機械室、休憩室（２）、更衣室（２）  

 



 

 

（仮称）新居浜市西部学校給食センター 

整備事業に係る建設工事 

  

 

 

 

 

 
 

建設地  
 

若宮保育園  

王子町  

建設地  

新田町二丁目  

付近見取図 

 

 


